
議案第６８号  

 

 

   調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改    

   正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２８年  ６  月  ６  日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 つつじケ丘北第２自転車駐車場ほか６箇所の自転車等駐車場を設置すると

ともに，調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の一部を改め，特定超過使用について定めるため，提案するもので

あります。  



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改    

正する条例  

 

 

 調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１１年調布市

条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 第１条の次に次の１条を加える。  

 （駐車場の種類）  

第１条の２  駐車場の種類は，次の各号に掲げるところによる。  

(1) 次号に掲げる自転車等駐車場以外の自転車等駐車場  

 (2) 路上駐車場（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第２項に規

定する道路の附属物として設置する自転車等駐車場をいう。以下同じ。 ) 

 第１７条の次に次の１条を加える。  

 （路上駐車場の標識）  

第１７条の２  道路法第２４条の３の規定により路上駐車場に設ける駐車場

の利用に関する標識には，次の各号に掲げる事項を明示するものとする。  

 (1) 使用料の額  

 (2) 自転車等を駐車させることができる時間  

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項  

別表第１に次のように加える。  

調布市立つつじケ丘北第２自転車駐車場  調布市西つつじケ丘２丁目１４番地２  

調布市立つつじケ丘北第３自転車駐車場  調布市西つつじケ丘２丁目１５番地２２  

調布市立つつじケ丘西第２自転車駐車場  調布市西つつじケ丘３丁目１４番地４  

調布市立調布西オートバイ駐車場  調布市小島町２丁目２７番地４  

調布市立調布西第１路上自転車駐車場  調布市小島町２丁目６２番地３２  

調布市立布田東路上自転車等駐車場  調布市国領町５丁目６８番地２３  

調布市立国領東路上自転車等駐車場  調布市国領町３丁目１１番地６８  



 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，規則で定める日から施行する。ただし，次項の規定は，公

布の日から施行する。  

（調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の一部改正）  

２  調布市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例（平成２８年調布市条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

  第１条から第４条までの改正規定のうち第３条第６号中「駐車場に自転

車等を駐車させることができる時間内における１日」を「１日（駐車場に

自転車等を駐車させることができる時間内に，自転車等を駐車させた時  

（以下「駐車開始時刻」という。）から規則で定める時刻までをいう。）｣

に改め，同条第７号中「６時間（」を「駐車開始時刻から６時間（」に改

め，同条第８号中「承認」を「承認（１月，３月及び６月を単位とした承

認をいう。）」に改める。  

第５条に１項を加える改正規定中「又は」を「若しくは」に，「した場

合（以下「超過使用」という。）で第７条第２項に規定する」を「をした

場合（以下「普通超過使用」という。）又は駐車開始時刻が明らかでない

駐車をした場合（以下「特定超過使用」という。）で第７条第２項の規定

により普通超過使用の使用料又は同条第３項の規定により特定」に，「納

付した超過使用の」を「納付した」に改める。  

第７条の改正規定のうち同条第２項各号列記以外の部分中「超過」を  

「普通超過」に改め，同項第１号中「超過使用した」を「普通超過使用し

た」に改め，同項第２号中「超過」を「普通超過」に改め，同条第３項を

次のように改める。  

 ３  特定超過使用の使用料の額は，規則で定める。  

  第７条第３項の改正規定の次に次のように加える。  

 ４  使用料（普通超過使用及び特定超過使用の使用料を含む。第９条，第

１０条及び第１７条の２において同じ。）は，使用の承認を受けたとき

に納付しなければならない。ただし，規則で定めるものにあっては，退



 

場の時に納付しなければならない。  

  附則第２項に次のただし書を加える。  

   ただし，第４項の規定の適用がある場合を除く。  

附則第４項中「前２項」を「前３項」に改め，同項を附則第５項とし，

附則第３項の次に次の１項を加える。  

  （特定超過使用に係る経過措置）  

 ４  改正後の条例第５条第２項に規定する特定超過使用に係る規定は，施

行日の午前零時以後に駐車場から退場する自転車等について適用する。  


